
クリーンステーションのあり方について 
 

クリーンステーションは、地域の皆さんによって自治的に管理・運営していただいてお

ります。このことは、今後も変わりませんが、神戸市では、管理をしていただいている皆

さんの負担を少しでも軽減するための側面的支援に取り組むこととしました。 

 

 

【神戸市の取り組み】 

  クリーンステーションの清掃等の負担を軽減する側面的支援として、収集作業の

遅れにより地域全体にご迷惑をおかけすることがないよう、可能な範囲で収集作業

員が散らかったごみを収集時に清掃し、カラス対策ネットを片付けます。 

  清掃は、時間的な制約などから、極端に散乱している場合には、ごみを取り切れ

ないこともあります。また、汚水の流れ出しなどには対応できません。ネットの片

付けについても、できるだけ丁寧に作業を行いますが、地域独自で方法を決められ

ている場合、改めて地域の皆さんで片付けていただく必要も出てきます。 

 

【地域の皆さんにお願いしたいこと】 

  クリーンステーションの清掃等の負担軽減の一番の方法は、クリーンステーショ

ンを利用される一人ひとりがごみ出しルールを守っていただくことです。 

また、カラス対策ネットなどの用具を正しく使用することも、カラス被害を少な

くし、清掃等の負担を軽減することに繋がります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ クリーンステーションの清掃等の負担軽減のために 

Q．クリーンステーションの掃除当番はいらなくなりますか？ 

 

A．掃除当番の負担は、ごみ出しルールがきちんと守られているかどうかによって

大きく左右されます。 

地域の皆さんによるごみ出しルールの遵守と、神戸市による側面的支援によっ

て、結果として掃除当番がいらなくなるケースもあるかもしれません。 

掃除当番が必要かそうでないかは、地域の実情に応じて、皆さんで決めていた

だく必要があります。 

 

※掃除当番の負担に限らず、クリーンステーションの管理・運営にかかる負

担は、そのクリーンステーションを使用する皆さんで等しく担っていただ

く必要があります。お互いによく話し合っていただき、生活環境を清潔に

保っていただくようお願いします。 

※ごみ出しルール違反が著しいクリーンステーションについては、神戸市も

地域と一緒になって、排出指導・啓発に取り組んでいきます。 
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【神戸市の取り組み】 

  一部の地域にある「燃えるごみ」限定のクリーンステーションでは、高齢化など

により、「燃えるごみ」以外のごみを遠くの別のクリーンステーションまで持って

行くことが負担になっているケースがあります。そこで、神戸市では、今後の高齢

化社会の進展も見据え、「燃えるごみ」限定のクリーンステーションに「全てのご

み種」が出せるように、地域のご理解を得られたところから順次、変更する対応を

行っていきます。 

※たくさんのごみが１か所に集中し、一部の住民の方に負担をかけている状況を

解消する必要がある場合などには、地域の皆さんと一緒にご相談しながら、ク

リーンステーションの分散も進めていきます。 
 

【地域の皆さんにお願いしたいこと】 

   クリーンステーションの「全てのごみ種」対応などへの変更については、神戸市

の側面的支援による清掃負担の軽減も考慮しながら、まず利用する皆さんでよく話

し合ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●「クリーンステーションのあり方」とりまとめの詳細を確認されたい方は、 

 神戸市ホームページから 

 

【お問い合わせ先】神戸市環境局業務課 078-595-6143 

 

●スマホアプリ「LINE」によるごみ収集日のお知らせ 

 クリーンステーションの清掃等の負担軽減の一番の方法は、一人ひとりが 

ごみ出しルールを守っていただくことです。神戸市公式 LINE アカウントを 

友だち登録していただくことで、ごみ収集日のお知らせを受け取ることが 

でき、出し忘れ・出し間違いを防ぐことができます。 

Q．自分たちが利用している「燃えるごみ」限定 

クリーンステーションも「全てのごみ種」が 

出せるようになるのですか？ 

 

A．クリーンステーションの管理・運営に関することは、利用する皆さんでよく話

し合って決めていただく必要があります。「全てのごみ種」を出せるようにする

変更については、地域の皆さんの理解を得ずに実施することはありません。 

「全てのごみ種」対応などへの変更については、利用する皆さんでよく話し合

っていただき、お住まいの区の環境局事業所にご相談ください。 

変更内容や時期等について協議を行った上で、順次、対応してきます。 

２ 身近なクリーンステーションにごみを出せるように（全ごみ種化） 

神戸市 クリーンステーションあり方 


